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長崎県告示第566号
　令和４年度において第３次に許可すべき保安林の皆伐面積の限度を、森林法施行令（昭和26年政令第276号）
第４条の２第３項の規定により、次のとおり公表する。
　　令和４年９月１日

長崎県知事　大石　賢吾　
　令和４年度における第３次保安林皆伐面積の限度（単位　ヘクタール）

告　　　　　示

同一の単位と
された保安林

皆伐面積
計

民有林 国有林

西彼地区
水源涵養保安林 247.00 78.50 325.50

多良地区
水源涵養保安林 219.00 180.23 399.23

雲仙地区
水源涵養保安林 48.00 306.05 354.05

県北地区
水源涵養保安林 117.00 66.07 183.07

平戸地区
水源涵養保安林 23.00 9.00 32.00

福江島地区
水源涵養保安林 204.00 81.00 285.00

奈留島地区
水源涵養保安林 17.00 17.00

若松島地区
水源涵養保安林 42.00 42.00

中通島地区
水源涵養保安林 53.00 53.00

上県地区
水源涵養保安林 255.27 57.00 312.27
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下県地区
水源涵養保安林 250.89 97.47 348.36

西彼地区
土砂流出防備保安林 154.79 154.79

多良地区
土砂流出防備保安林 215.00 215.00

雲仙地区
土砂流出防備保安林 91.00 8.00 99.00

県北地区
土砂流出防備保安林 102.96 1.00 103.96

平戸地区
土砂流出防備保安林 42.00 1.00 43.00

福江島地区
土砂流出防備保安林 208.00 12.00 220.00

中通島地区
土砂流出防備保安林 90.00 1.00 91.00

奈留島地区
土砂流出防備保安林 1.00 1.00

若松島地区
土砂流出防備保安林 38.00 38.00

壱岐地区
土砂流出防備保安林 0.71 0.71

上県地区
土砂流出防備保安林 96.00 96.00

下県地区
土砂流出防備保安林 58.78 16.00 74.78

下県地区
土砂崩壊防備保安林 0.06 0.06

中通島地区
防風保安林 1.00 1.00

西彼地区
干害防備保安林 33.00 53.00 86.00

多良地区
干害防備保安林 36.00 7.00 43.00

雲仙地区
干害防備保安林 27.00 27.00

県北地区
干害防備保安林 37.00 3.92 40.92

平戸地区
干害防備保安林 15.00 15.00

福江島地区
干害防備保安林 8.00 62.00 70.00

中通島地区
干害防備保安林 23.00 23.00

上県地区
干害防備保安林 37.00 22.00 59.00

下県地区
干害防備保安林 157.00 69.00 226.00

県下一円
保健保安林 111.00 9.00 120.00
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公　　　　　告

　　　令和４年度後期技能検定試験の実施（公告）
　職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号）第66条第３項の規定に基づき、令和４年度後期技能
検定試験の実施について次のとおり公示する。
　　令和４年９月１日

長崎県知事　大石　賢吾　
１　実施職種
⑴　特級
鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械
検査、ダイカスト、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント配線板製造、自動販売機
調整、光学機器製造、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、建設機械整備、婦人子供服製造、
紳士服製造、プラスチック成形、パン製造
⑵　１級及び２級
さく井（ロータリー式さく井工事作業）、工場板金（機械板金作業、数値制御タレットパンチプレス板金
作業）、ロープ加工（ロープ加工作業）、機械検査（機械検査作業）、電気機器組立て（シーケンス制御作
業）、半導体製品製造（集積回路チップ製造作業）、プリント配線板製造（プリント配線板設計作業）、空気
圧装置組立て（空気圧装置組立て作業）、油圧装置調整（油圧装置調整作業）、農業機械整備（農業機械整備
作業）、冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）、和裁（和服製作作業）、プリプレス（ＤＴＰ
作業）、建築大工（大工工事作業）、かわらぶき（かわらぶき作業）、配管（建築配管作業、プラント配管作
業）、型枠施工（型枠工事作業）、鉄筋施工（鉄筋施工図作成作業、鉄筋組立て作業）、コンクリート圧送施
工（コンクリート圧送工事作業）、防水施工（アスファルト防水工事作業、合成ゴム系シート防水工事作
業、塩化ビニル系シート防水工事作業、改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業）、樹脂接着剤注
入施工（樹脂接着剤注入工事作業）、カーテンウォール施工（金属製カーテンウォール工事作業）、機械・プ
ラント製図（機械製図手書き作業、機械製図ＣＡＤ作業）、電気製図（配電盤・制御盤製図作業）、塗装（鋼
橋塗装作業）、広告美術仕上げ（広告面粘着シート仕上げ作業）、義肢・装具製作（義肢製作作業）
⑶　３級
造園（造園工事作業）、機械加工（普通旋盤作業）、機械検査（機械検査作業）、電子機器組立て（電子機
器組立て作業）、電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業、シーケンス制御作業）、プリント配線板製造
（プリント配線板設計作業）、冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）、和裁（和服製作作業）、
家具製作（家具手加工作業）、建築大工（大工工事作業）、かわらぶき（かわらぶき作業）、配管（建築配管
作業）、型枠施工（型枠工事作業）、鉄筋施工（鉄筋施工図作成作業、鉄筋組立て作業）、テクニカルイラス
トレーション（テクニカルイラストレーション手書き作業、テクニカルイラストレーションＣＡＤ作業）、
機械・プラント製図（機械製図手書き作業、機械製図ＣＡＤ作業）、電気製図（配電盤・制御盤製図作業）、
貴金属装身具製作（貴金属装身具製作作業）、広告美術仕上げ（広告面粘着シート仕上げ作業）、写真（肖像
写真デジタル作業）
⑷　単一等級
電子回路接続（電子回路接続作業）、バルコニー施工（金属製バルコニー工事作業）

２　試験の方法
　　上記の職種について実技試験及び学科試験を実施する。
３　技能検定の検定手数料、実施期日及び実施場所
⑴　実技試験
ア　手数料　18,200円
ア　実技試験実施日が属する年度の４月１日において35歳に達していない者が２級又は３級を受検する場
合は9,200円
イ　職業高校等の在学生が３級を受検する場合は12,100円
ウ　イのうち、実技試験実施日が属する年度の４月１日において35歳に達していない者が受検する場合は
3,100円
※　ア及びウの手数料減免の対象者は、日本国籍を有し、又は出入国管理及び難民認定法（昭和26年
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政令第319号）別表第二に規定する永住者等に限る。
イ　実施期日
　　令和４年12月５日（月）から令和５年２月12日（日）までの間において、別途長崎県職業能力開発協会
が指定する日
ウ　実施場所
　　別途長崎県職業能力開発協会から通知する場所
エ　問題の公表
　　実技試験の問題は、令和４年11月28日（月）に長崎県職業能力開発協会で公表する。ただし、職種に
よっては公表しないものもある。

⑵　学科試験
　ア　手数料　3,100円
　イ　実施期日
　　　検定職種ごとに次のとおりとする。

検定職種 実施日

ア　１級及び２級
　　機械検査、電気機器組立て、配管、型枠施工
イ　３級
　　電気機器組立て、配管、型枠施工

令和５年１月22日（日）

ア　特級
鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、工場板
金、めっき、仕上げ、機械検査、ダイカスト、電子機器組立て、電気機器組立て、
半導体製品製造、プリント配線板製造、自動販売機調整、光学機器製造、内燃機関
組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、建設機械整備、婦人子供服製造、紳士
服製造、プラスチック成形、パン製造
イ　１級及び２級
さく井、工場板金、油圧装置調整、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、和裁、
防水施工、カーテンウォール施工、機械・プラント製図
ウ　３級
造園、冷凍空気調和機器施工、和裁、家具製作、機械・プラント製図、貴金属装
身具製作
エ　単一等級
　　バルコニー施工

令和５年１月29日（日）

ア　１級及び２級
ロープ加工、半導体製品製造、プリント配線板製造、空気圧装置組立て、プリプ
レス、建築大工、かわらぶき、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、樹脂接着剤注入
施工、電気製図、塗装、広告美術仕上げ、義肢・装具製作
イ　３級
機械加工、機械検査、電子機器組立て、プリント配線板製造、建築大工、かわら
ぶき、鉄筋施工、テクニカルイラストレーション、電気製図、広告美術仕上げ、写
真
ウ　単一等級
　　電子回路接続

令和５年２月５日（日）

　　ウ　実施場所
　　　　別途長崎県職業能力開発協会から通知する場所
４　受検申請の手続
⑴　提出書類
　ア　技能検定受検申請書（本人確認書類（運転免許証、在職証明書、保険証等の写し等）を含む。）
　イ　実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、その資格を証する書面
⑵　提出先
　　長崎県職業能力開発協会
　　〒851-2127　西彼杵郡長与町高田郷547-21（技能・技術向上支援センター内）
　　電話　095-894-9971
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⑶　受付期間
　　令和４年10月３日（月）から令和４年10月14日（金）まで
⑷　受検申請に関する注意
ア　技能検定受検申請書の用紙及び受検案内は、長崎県職業能力開発協会及び長崎県雇用労働政策課で交付
する。
　　なお、受検申請用紙の郵送を求める場合は、封筒の表面に「技能検定受検申請用紙請求」と朱書きし、
返信用封筒（あて先を記入し、120円切手を貼ったもの）を同封すること。
イ　受検申請は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため郵送受付のみとなります。窓口での受付はでき
ません。
　　申請書を郵送する場合は書留郵便とし、封筒の表面に「技能検定受検申請書在中」と朱書きすること
（試験の免除を受けようとするときにあっては、その資格を証する書面を同封すること。）。
　　なお、郵送する申請書は、受付期間内の消印のあるものに限り受け付ける。
ウ　実技試験及び学科試験の両方の免除を受ける資格がある者に係る受検申請については、１に掲げる検定
試験職種以外の職種についても受け付ける。

５　手数料の納付方法
実技試験手数料又は学科試験手数料は、申請書に添えて、長崎県職業能力開発協会に納付すること。また、
手数料を郵送する場合は現金書留とし、申請書を同封のうえ郵送すること。
なお、実技試験又は学科試験の免除の資格がある場合は、当該試験に係る手数料の納付は必要としない。
また、受検申請書を受け付けた後は、申請を取り消した場合又は試験を受けなかった場合でも手数料は返還
しない。
６　合格者の通知
⑴　合格通知
実技試験又は学科試験の双方又はいずれかに合格した者については、長崎県職業能力開発協会が令和５年
３月10日（金）付けで書面によりその旨を通知する。
⑵　技能検定合格者の発表
技能検定合格者の受検番号を、令和５年３月10日（金）に長崎県職業能力開発協会にて掲示するとともに、
長崎県雇用労働政策課ホームページ（http://www.pref.nagasaki.jp/section/koyo/）に掲載する。
⑶　技能検定合格証書等の交付
特級、１級及び単一等級の技能検定合格者には厚生労働大臣名の合格証書を交付し、２級及び３級の技能
検定合格者には長崎県知事名の合格証書を交付する。
このほか、厚生労働大臣から、技能検定の合格者に対し、合格した等級の技能士章が交付される。

７　その他
技能検定について不明な点は、長崎県職業能力開発協会又は長崎県産業労働部雇用労働政策課に問い合わせ
ること。

長崎県病院企業団条例

　長崎県病院企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和４年９月１日

長崎県病院企業団企業長　米倉　正大　
長崎県病院企業団条例第７号
　　　長崎県病院企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
　長崎県病院企業団職員の育児休業等に関する条例（平成21年長崎県病院企業団条例第６号）の一部を次のよう
に改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員）
第２条　育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次
に掲げる職員とする。

第２条　育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次
に掲げる職員とする。
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⑴及び⑵　略 ⑴及び⑵　略
⑶　非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以
外の非常勤職員

⑶　次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員

ア　次のいずれにも該当する非常勤職員 ア　次のいずれにも該当する非常勤職員
ア　その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定
する子をいう。以下同じ。）が１歳６か月に達する
日（以下「１歳６か月到達日」という。）（当該子の
出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休
業をしようとする場合にあっては当該期間の末日か
ら６月を経過する日、第２条の４の規定に該当する
場合にあっては当該子が２歳に達する日）までに、
その任期（任期が更新される場合にあっては、更新
後のもの）が満了すること及び引き続いて任命権者
を同じくする職（以下「特定職」という。）に採用
されないことが明らかでない非常勤職員

ア　その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定
する子をいう。以下同じ。）が１歳６か月に達する
日（以下「１歳６か月到達日」という。）（第２条の
４の規定に該当する場合にあっては、２歳に達する
日）までに、その任期（任期が更新される場合に
あっては、更新後のもの）が満了すること及び任命
権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に
引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職
員

イ　略 イ　略
イ　次のいずれかに該当する非常勤職員 イ　第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職

員（その養育する子が１歳に達する日（以下、この号
及び同条において「１歳到達日」という。）（当該子に
ついて当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日と
された日が当該子の１歳到達日後である場合にあって
は、当該末日とされた日）において育児休業をしてい
る非常勤職員に限る。）

ア　その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到
達日」という。）（当該子について当該非常勤職員が
第２条の３第２号に掲げる場合に該当してする育児
休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日
後である場合にあっては、当該末日とされた日。以
下アにおいて同じ。）において育児休業をしている
非常勤職員であって、同条第３号に掲げる場合に該
当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間
の初日とする育児休業をしようとするもの
イ　その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育
児休業をしている場合であって、当該任期を更新さ
れ、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用
されることに伴い、当該育児休業に係る子につい
て、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の
日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう
とするもの

ウ　その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児
休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に
係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期
の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、
当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日
を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとす
るもの

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） （育児休業法第２条第１項の条例で定める日）
第２条の３　育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日
とする。

第２条の３　育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日
とする。

⑴及び⑵　略 ⑴及び⑵　略
⑶　１歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常
勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合
（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休
業をしている場合であって第３条第７号に掲げる事情に
該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、
企業長が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲
げる場合に該当する場合）　　当該子の１歳６か月到達日

⑶　１歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するた
め、非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該子を養育す
る非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休
業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若し
くはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業
の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である
場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の
期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末
日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の
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翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲
げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の
末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当
該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引
き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌
日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の
初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に
掲げる場合のいずれにも該当するとき　当該子の１歳６
か月到達日

ア　当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤
職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は
当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくは
これに相当する場合に該当してする地方等育児休業の
期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である
場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業
の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間
の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの
日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又は
これに相当する場合に該当して地方等育児休業をする
場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日と
された日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日と
する育児休業をしようとする場合
イ　当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到
達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当して
する育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳
到達日後である場合にあっては、当該末日とされた
日）において育児休業をしている場合又は当該非常勤
職員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶者が同
号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してす
る地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の
１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされ
た日）において地方等育児休業をしている場合

ア　当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到
達日（当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日と
された日が当該子の１歳到達日後である場合にあって
は、当該末日とされた日）において育児休業をしてい
る場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到
達日（当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日
とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっ
ては、当該末日とされた日）において地方等育児休業
をしている場合

ウ　略 イ　略
エ　当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到
達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当して
する育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳
到達日後である場合にあっては、当該末日とされた
日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して
育児休業をしたことがない場合

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） （育児休業法第２条第１項の条例で定める場合）
第２条の４　育児休業法第２条第１項の条例で定める場合
は、１歳６か月から２歳に達するまでの子を養育する非常
勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場
合（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をし
ている場合であって次条第７号に掲げる事情に該当すると
きは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、企業
長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる
場合に該当する場合）とする。

第２条の４　育児休業法第２条第１項の条例で定める場合
は、１歳６か月から２歳に達するまでの子を養育するた
め、非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該
子の１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規定に該
当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児
休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新さ
れ、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用される
ものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き
採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業を
しようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当す
るときとする。

⑴　当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日
（当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又
はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする
場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とさ
れた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする
育児休業をしようとする場合
⑵及び⑶　略 ⑴及び⑵　略
⑷　当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か
月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児
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休業をしたことがない場合
（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める
期間を基準として条例で定める期間）
第２条の５　育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則
で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間と
する。

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の
事情）

（育児休業法第２条第１項のただし書の条例で定める特別
の事情）

第３条　育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特
別の事情は、次に掲げる事情とする。

第３条　育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特
別の事情は、次に掲げる事情とする。

⑴～⑷　略 ⑴～⑷　略
⑸　育児休業（この号の規定に該当したことにより当該育
児休業に係る子について既にしたものを除く。）の終了
後、３月以上の期間を経過したこと（当該育児休業をし
た職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業によ
り当該子を養育するための計画について育児休業等計画
書により企業長に申し出た場合に限る。）。

⑸及び⑹　略 ⑹及び⑺　略
⑺　任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末
日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているも
のが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き
続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に
係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当
該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をし
ようとすること。

⑻　その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休
業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子につ
いて、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特
定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日
の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間
の初日とする育児休業をしようとすること。

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期
間を基準として条例で定める期間）
第３条の２　育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で
定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とす
る。
（育児短時間勤務の終了の翌日から起算して１年を経過し
ない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事
情）

（育児短時間勤務の終了の翌日から起算して１年を経過し
ない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事
情）

第８条　育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特
別の事情は、次に掲げる事情とする。

第８条　育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特
別の事情は、次に掲げる事情とする。

⑴～⑸　略 ⑴～⑸　略
⑹　育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより
当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除
く。）の終了後、３月以上の期間を経過したこと（当該
育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承
認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するた
めの計画について育児短時間勤務計画書により企業長に
申し出た場合に限る。）。

⑹　育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより
当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除
く。）の終了後、３月以上の期間を経過したこと（当該
育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承
認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するた
めの計画について育児休業等計画書により企業長に申し
出た場合に限る。）。

⑺　略 ⑺　略

　　　附　則
（施行期日）
１　この条例は、令和４年10月１日から施行する。
（経過措置）
２　この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の長崎県病院企業団
職員の育児休業等に関する条例第３条（第５号に係る部分に限る。）及び第８条（第６号に係る部分に限る。）
の規定の適用については、なお従前の例による。
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